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䠍㻚 地᪉ㆡ税䞉交付金ཬ䜃䛺税እධỴ⟬㢠 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠎

䠎㻚 ≉ู䛸䜣ㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠐

䠏㻚 地᪉ⓎἜㆡ税䞉地᪉㐨㊰ㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠐

䠐㻚 ▼Ἔ䜺䝇ㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠑

䠑㻚 ⮬ື㌴㔜㔞ㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠑

䠒㻚 ⯟✵ᶵ⇞ᩱㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠒

䠓㻚 ᳃ᯘ⎔ቃㆡ税 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠒

䠔㻚 Ꮚ交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠓

䠕㻚 㓄ᙜ交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠓

䠍䠌㻚 ᰴᘧ➼ㆡΏᡤᚓ交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠔

䠍䠍㻚 分㞳課税ᡤᚓ交付金䞉┴Ẹ税ᡤᚓ⮫交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠓䠕

䠍䠎㻚 地᪉ᾘ㈝税交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠌

䠍䠏㻚 䝂䝹䝣ሙ⏝税交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠍

䠍䠐㻚 ⮬ື㌴ྲྀᚓ税交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠍

䠍䠑㻚 ⎔ቃᛶ⬟交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠎

䠍䠒㻚 ㍍Ἔᘬྲྀ税交付金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠎

䠍䠓㻚 ᅜ᭷ᥦ౪タ➼ᡤᅾᕷ⏫ᮧຓᡂ交付金➼ 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠏

䠍䠔㻚 ┴Ẹ税ᚩྲྀᢅ㈝（┴Ẹ税ᚩົ㈝ጤク金） 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠏

䠍䠕㻚 ᕷ税ᘏ滞金ཬ䜃ຍ⟬金 䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡 䠔䠐

ᆅ᪉ㆡ税
      㔠
税 እ  ධ

➨䠒
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２．特別とん譲与税

１.　とん税及び特別とん税は、外国貿易船の純トン数（端数切り上げ）を課税標  ９月 ： 前年度３月～８月

　準とし、純トン数１トンまでごとに次の税率により課税するものとする。          特別とん税収入分

 ３月 ： ９月～２月

 (1) 開港への入港ごとに納付する場合          特別とん税収入分

 (2) 開港ごとに一年分を一時に納付する場合

※　外国貿易船･･･外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

２.　とん税及び特別とん税はあわせて納付するものとし、当該納付額の３６分の

　１６をとん税とし、３６分の２０を特別とん税とする。

３.　特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別

　とん税の収入額に相当する額を譲与する。

３．地方揮発油譲与税・地方道路譲与税

１.　揮発油税及び地方揮発油税は、次の税率により課税するものとし、両税をあわ  ６月 ： 前年度３月～５月

　せて納付するものとする。          地方揮発油税収入分

 １１月： ６月～１０月

         地方揮発油税収入分

 ３月 ： １１月～２月

２.  地方揮発油譲与税は、地方揮発油税の収入額に相当する額とし、都道府県、          地方揮発油税収入分

　指定市及び市町村に対して譲与する。

３.　都道府県及び指定市に対し、地方揮発油譲与税の５８％（平成１４年度までは

　４３％）に相当する額のうち、２分の１の額を区域内に存する一般国道、高速自動

　車国道及び都道府県道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分して譲

　与する。

　※地方交付税の財源超過団体への交付制限有り。

４.　市町村に対し、地方揮発油譲与税の４２％（平成１４年度までは５７％）に相当す

　る額のうち、２分の１の額を区域内に存する市町村道の延長で、他の２分の１の額

　をその面積であん分して譲与する。

　※平成21年度から地方道路譲与税は地方揮発油譲与税に改正。

指    定    市

及　び

区　　　　　　　　分 地方揮発油税

４８,６００円 ５,２００円

平成27年度平成26年度

千円

平成28年度

千円

譲 与 の 時 期 等

譲 与 団 体

[譲与義務者]
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

市　　町　　村

平成27年度 平成28年度

揮発油税

都　道　府　県

00 0

［ 制 限 な し ］

区　　　分

1,552,273

0
決　　算　　額

地方揮発油譲与税
1,514,199

４８円 ６０円

譲　　与　　の　　基　　準　　等

１６円

とん税

２０円

特別とん税区　　　　　　　　分

区　　　分

［ 譲 与 税 の 使 途 ］

0

平成26年度 平成30年度

千円 千円 千円

1,557,981

譲 与 団 体

[譲与義務者]

開 港 所 在

千円

市   町   村

[ 国 ]

［ 制 限 な し ］

千円

千円

平成30年度

平成29年度

千円

　（　本　則　） （２４,３００円）

地方道路譲与税

※地方道路譲与税は、道路

[ 国 ]

　　に関する費用に充てる

（４,４００円）

決　　算　　額

千円

［ 譲 与 税 の 使 途 ］

1,617,867 1,565,847

平成29年度

決　　算　　額 132,716 123,665 112,102 129,060 133,368

　揮発油１キロリットルにつき（平成22年4月1日～）
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４．石油ガス譲与税

５．自動車重量譲与税
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６．航空機燃料譲与税

１.　航空機燃料税は、次の税率により課税するものとする。  ９月 ： 前年度３月～８月

　          収入分

 ３月 ： ９月～２月収入分

２． 

※激変緩和措置

３． 平成25年度以前

　着陸料割１/３　世帯数割２/３

平成26年度

４． 　着陸料割７/18　世帯数割11/18

平成27年度

　着陸料割４/９　世帯数割５/９

平成28年度以降

　着陸料割１/２　世帯数割１/２

７．森林環境譲与税

 ９月 ： 前年度３月～８月

         収入分

 ３月 ： ９月～２月収入分

※１　譲与額の経過措置あり　（課税は令和6年度から）

※２　譲与割合の経過措置あり

　

市町村
［ 森林の整備に関する費用，
森林の整備を担うべき人材の
育成及び確保，森林の有する
公益的機能に関する普及啓
発，木材の利用の促進その他
の森林の整備の促進に関する
費用に充てる ］

都道府県
［市町村が実施する施策の支
援等に関する費用に充てる ］

都　道　府　県

譲　　与　　の　　基　　準　　等

市    町    村

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］

千円

区　　　　　　　　　　分 税　　率

１.　市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収し，全額を国の交付税及び譲与
　　 税配付金特別会計に払い込み，市町村及び都道府県に対して譲与される。

（２６,０００円）

千円千円

［ 航空機の騒音により生ずる
障害の防止，空港とその周辺
の整備及び空港対策に関する
費用に充てる ］

　（　本　則　）

千円 千円

及　び

[ 国 ]

　国内に住所を有する個人に対し

税　　率

平成30年度

譲 与 の 時 期 等

１８,０００円

平成28年度

決　　算　　額

　航空機燃料１キロリットルにつき

　（平成23年4月1日～令和2年3月31日）

平成29年度

[ 国 ]

都 道 府 県

平成27年度

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の収入額の９分の２(※）に相当する額
とし （平成23年4月1日～令和2年3月31日）、空港関係市町村及び空港関係
都道府県に対して譲与する。　　（※本則　１３分の２）

航空機燃料譲与税の５分の４に相当する額を空港関係市町村に対し、2分の
１の額を当該空港の着陸料の収入額で、他の２分の１の額を当該空港に係る
騒音世帯数であん分して譲与する。　※激変緩和措置あり

航空機燃料譲与税の５分の１に相当する額を空港関係都道府県に対し、２分
の１の額を当該空港の着陸料の収入額で、他の２分の１の額を当該空港に係
る騒音世帯数であん分して譲与する。　※激変緩和措置あり

譲 与 団 体
譲　　与　　の　　基　　準　　等

譲 与 の 時 期 等

[譲与義務者] ［ 譲 与 税 の 使 途 ］

空 港 関 係

譲 与 団 体

市   町   村

及 び

区　　　分

区　　　　　　　　　　分

空 港 関 係

平成26年度

　（令和6年度から課税。令和5年度までは交付税及び譲与税配付金特別会計に
　 おける借入金を充てる。）

20分の17 20分の３

年　度

１,０００円

年　度 譲与額

令和元～3年度 200億円

令和4～5年度

令和11～14年度 25分の22 25分の３

300億円

10分の１

令和7～10年度

令和15年度～　　　　 10分の９

市町村

２.　都道府県に対し，森林環境譲与税（※1）の10分の1（※2）に相当する額のうち，
　　 10分の5の額を私有林人工林面積で，10分の2に相当する額を林業就業者数
　　 で，10分の3に相当する額を人口で按分して譲与する。

３.　市町村に対し，森林環境譲与税（※1）の10分の9（※2）に相当する額のうち，10
　　 分の5の額を私有林人工林面積で，10分の2に相当する額を林業就業者数で，
　　 10分の3に相当する額を人口で按分して譲与する。

都道府県

令和元～6年度 ５分の４ ５分の１
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12．地方消費税交付金

１． 地方消費税は、次の税率により課税するものとする。 6月交付

県の前年度2月～4月収入分

（国の前年度12月～2月収入

 分）

9月交付

県の5月～7月収入分

（国の3月～5月収入分）

12月交付

県の8月～10月収入分

３． （国の6月～8月収入分）

　

3月交付

４． 県の11月～1月収入分

　 （国の9月～11月収入分）

（従来分）

（引上げ分）

　全額を国勢調査による人口であん分。 　ては、消費税法第１条第２項

　に規定する経費その他社会

　　※従来分と引上げ分の区分について 　保障施策に要する経費に充

平成26年４月１日～（地方消費税1.7％）

従来分　17分の10　／　引上げ分　17分の７

経過措置あり，平成26年度　従来分12分の10　／　引上げ分12分の２　

令和元年10月１日～（地方消費税2.2％）

従来分　22分の10　／　引上げ分　22分の12

経過措置あり，令和元年度　従来分17分の10　／　引上げ分17分の７　

　　　　　　　　　 令和２年度　従来分21分の10　／　引上げ分21分の11　

　※　事業所統計は平成18年度調査を最後に経済センサスにおいて引き続き調査。

　※　自動車取得税は令和元年10月１日より廃止。

２．２％
（消費税額の78分の22）

１．７６％
（消費税額の78分の22）

消費税率

合計

平成26年4月1日

１．７％
（消費税額の63分の17）

６．３％

８％

適用開始日

　２分の１の額を国勢調査による人口で，他の２分の１の額を経済センサス（平
成23年6月までは事業所統計）による従業者数であん分。

［ 制 限 な し ］

 ※引上げ分の交付額につい

　てるものとする。

標準税率 軽減税率

地方消費税交付金は、道府県が清算後の地方消費税額の２分の1に相当す
る額を下記のとおりあん分し、市町村に対し交付する。

１０％ ８％

７．８％

千円 千円

交付期限は
各交付月の１０日まで

平成26年度区　　　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地方消費税交付金 千円

各道府県に払い込まれた地方消費税の額から、国に支払った徴収取扱費を
減額した額を、各道府県ごとの消費に相当する額等に応じてあん分し、道府
県間で精算する。

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

[ 道 府 県 ]

[交付義務者]

２. 地方消費税は消費税とあわせて納付するものとし、国に納付された地方消費
税は、納付があった月の翌々月の末日までに道府県に払い込まれる。

令和元年10月１日

地方消費税率
（消費税率換算）

６．２４％

［ 交 付 金 の 使 途 ］

市   町   村

交 付 の 時 期 等

千円

平成30年度

千円

社会保障財源交付金

決　　算　　額

決　　算　　額

合　計
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12．地方消費税交付金 13．ゴルフ場利用税交付金

１.　ゴルフ場利用税は、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

　　          収入分

　１ 人 １ 日  １２月： ８月～１１月収入分

※

　　　　　　 

※  ３月 ： １２月～２月収入分

　

　

　　

２．

　

　

14．自動車取得税交付金

１． 自動車取得税は、次の税率により課税するものとする。（別途エコカー減税あり） ８月 ： －前年度３月収入見込額

         ＋同月収入分

         ＋４月～７月収入分

　自動車の取得価格に対し １２月： ８月～１１月収入分

　※　ただし、営業用及び軽自動車については、税率2％。  ３月： １２月～２月収入分

 ＋３月収入見込額

２．

　 　   ※令和元年度のみ

　  ８月：－前年度３月収入見込額

３．         ＋同月収入分

        ＋４月～７月収入分

 １２月：８月～９月収入分

　

　

　

　※　自動車取得税は令和元年10月１日より廃止。

平成20年度までは、道路に関
する費用に充てる

［ 制 限 な し ］

及　び

千円千円

市    町    村

38,661

平成30年度

［ 交 付 金 の 使 途 ］

交 付 の 時 期 等

千円 千円

ゴルフ場所在

市    町    村

[ 道 府 県 ]

区　　　分 平成26年度

18歳未満の者、70歳以上の者、障害者、国民体育大会のゴルフ競技に参加
する選手（国民体育大会及び同予選会の競技としてゴルフ場を利用する場合
に限る。）及び学校教育法第１条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの
者を引率する教員の利用（保健体育科目実技又は公認の課外活動としてゴル
フ場を利用する場合に限る。）については非課税である。
また、早朝における利用や、国民体育大会の公式練習による利用などの場合
には、税率が２分の１となる場合がある。

制限税率　　区　　　　　　　　　　分

ゴルフ場利用税交付金は、道府県が、当該道府県内のゴルフ場所在の市町
村に対し、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴ
ルフ場利用税の額の１０分の７に相当する額を交付する。

１,２００円

平成28年度

８００円

区　　　分

指　　定　　市

[ 道 府 県 ]

平成28年度平成27年度平成26年度

自動車取得税交付金は、道府県が、自動車取得税の収入額に９５％を乗じて
得た額の１０分の７に相当する額を、市町村に対し、２分の１の額を区域内に存
する市町村道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分して交付する。

指定市を包括する道府県は、自動車取得税の収入額に95％を乗じて得た額
の10分の3に相当する額を、指定市に対し、2分の1の額を区域内の一般国
道、高速自動車国道及び都道府県道の延長で、他の2分の1の額をその面積
であん分して交付する。

決　　算　　額

税　率 免　税　点

３％ ５０万円以下

千円

交　　付　　の　　基　　準　　等

　　区　　　　　　　　分

交 付 団 体

[交付義務者]

36,880

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

平成29年度

標準税率

［ 制 限 な し ］

平成27年度

ゴルフ場の規模や料金などにより、数段階の税率区分を設けることとされてお
り、福岡県においては、１１級（200円）から1級（1,200円）までの11段階に分か
れている。

41,249

805,553 960,438

交 付 団 体

千円

平成29年度 平成30年度

1,382,012

千円

1,322,301535,477

千円

決　　算　　額 42,256

交　　付　　の　　基　　準　　等

38,422

千円 千円
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15．環境性能割交付金

１． 自動車税環境性能割は、次の税率により課税するものとする。 ８月 ： －前年度３月収入見込額

         ＋同月収入分

         ＋４月～７月収入分

１２月： ８月～１１月収入分

 ３月 ： １２月～２月収入分

         ＋３月収入見込額

２. 　　　※令和元年度のみ

　１２月： １０月～１１月収入分

 ３月 ： １２月～２月収入分

  　     ＋３月収入見込額

３.

16．軽油引取税交付金

１． 軽油引取税は、軽油の引取り等に対し、次の税率により課税するものとする。  ８月 ： 前年度３月～７月

　          収入分

　軽油１キロリットルにつき  １２月 ： ８月～１１月収入分

２.  ３月 ： １２月～２月収入分

　

　

　※上記決算額は､軽油引取税交付金と旧法による軽油引取税交付金の合算額。

4,930,594

千円 千円 千円 千円 千円

決　　算　　額 5,472,976 5,583,993 5,488,349 4,821,470

軽油引取税交付金は、指定市を包括する道府県が、軽油引取税の収入額に
10分の9を乗じて得た額を指定市に対し、当該指定市の区域内に存する一般
国道、高速自動車国道及び都道府県道の面積であん分して交付する。

［ 制 限 な し ］

平成20年度までは、道路に関

する費用に充てる

区　　　分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

　　区　　　　　　　　　　　　分 税　　率

[ 道 府 県 ] ３２,１００円

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

指　　定　　市

　（　本　則　） （１５,０００円）

交 付 団 体
交　　付　　の　　基　　準　　等

交 付 の 時 期 等

[交付義務者] ［ 交 付 金 の 使 途 ］

市    町    村

指　　定　　市

及　び

[ 道 府 県 ]

指定市を包括する道府県は、自動車税環境性能割の収入額に95％を乗じて
得た額の100分の35に相当する額を、指定市に対し、2分の1の額を区域内の
一般国道、高速自動車国道及び都道府県道の延長で、他の2分の1の額をそ
の面積であん分して交付する。

環境性能割交付金は、道府県が、自動車税環境性能割の収入額に９５％を
乗じて得た額の100分の47(※)に相当する額を、市町村に対し、２分の１の額
を区域内に存する市町村道の延長で、他の２分の１の額をその面積であん分
して交付する。
(※)令和４年度以降は，100分の43。

免　税　点

５０万円以下

　※　ただし、令和元年10月１日から令和2年9月30日までの間は，税率１％分を
　　　 軽減。

税　率

　自動車の取得価格に対し

　　区　　　　　　　　分

環境性能に応じ
非課税～３％

［ 制 限 な し ］
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19．市税延滞金及び加算金

１． 市税延滞金

※1

※2

※3

※4

２.　加算金　（各加算金は、他の加算金と併課されない。）

　　　　　　　　　　　　 率＝更正による不足税額又は修正申告によって増加した税額（対象不足額等）に対して１０％

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　　　 率＝当該税額に対して１５％

　       　　   　　　　　　　 率＝過少申告等の場合、過少申告加算金に代えて対象不足額等に対して３５％

　　　   　　　　　　　 　 ＝不申告等の場合、不申告加算金に代えて当該税額に対して４０％

　　  　　　　　　　　　　 

※

※

制　　　　　度　　　　　の　　　　　概　　　　　要

各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定め られる商業手形の基準
割引率に年4％の割合を加算した割合。

平成26年1月1日以降の延滞金の割合は、各年の特例基準割合（※4）が年7.3％に満たない場合には、その年中においては
①年14.6％の割合については当該特例基準割合に年7.3％を加算した割合、②年7.3％の割合については当該特例基準割
合に年1％を加算した割合（加算した割合が年7.3％を超える場合については年7.3％の割合）とする。

平成２２年１月１日から平成２５年１２月３１日まで

【新基準】

　 ・不申告加算金・・・・・①期限後申告又は決定、②期限後申告後の修正申告又は更正、③決定後の修正申告又は更正

９．１％

４．５％

４．３％

　 ・重加算金・・・・・・・・・納税者等が、課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して申告等をした場合

　 ・過少申告加算金・・・申告期限までに提出のあった申告を更正又は修正申告した場合

千円

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

千円

１．７％ ２．７％

千円 千円 千円

延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の
全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその
全額を切り捨てる。

区　　　分

（対象不足額等のうち、期限内申告税額又は５０万円のいずれか多い金額を超える部分の税額に対し
ては、５％を加算）

決　　算　　額

【旧基準】

各年の前々年の10月～前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割
合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に，年1％の割合を加算した割合。

　納税者等は、納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の
日数に応じ、年14.6％（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７.３％）の割合を乗じて計算した金額
に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

平成12年1月1日～平成25年12月31日までの間における延滞金の年7.3％の割合は、各年の特例基準割合（※2）が年7.3％
の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

４．１％

４．４％ ４．４％

４．７％ ４．７％

４．５％

１．９％ ２．９％

４．３％

特例基準割合

９．２％

特例基準割合
納期限の翌日から１ヶ月
を経過する日までの期間

納期限の翌日から１ヶ月
を経過した日から納付した

日までの期間

４．５％ ４．５％

１４．６％

４．１％

Ａ A＋１％

平成３０年１月１日から令和元年１２月３１日まで

平成２６年１月１日から平成２６年１２月３１日まで

平成２７年１月１日から平成２８年１２月３１日まで

平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日まで

納期限の翌日から１ヶ月
を経過する日までの期間

納期限の翌日から１ヶ月
を経過した日から納付した

日までの期間

１．６％ ２．６％ ８．９％

A＋７．３％

９．０％

期間

期間

平成１２年１月１日から平成１３年１２月３１日まで

平成１４年１月１日から平成１８年１２月３１日まで

平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日まで

平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日まで

１．８％ ２．８％

平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで


